
介護保険制度 国保への届け出

要介護認定

第２号被保険者第１号被保険者
65歳以上の人

介護 保 険制 度介護 保 険制 度

・要介護１～５の人も利用できる場合があります。

介護予防・生活支援
サービス事業

◎介護予防普及啓発事業
◎地域介護予防活動支援事業

等

チェックリスト
※第１号被保険者（65歳以上の人）
が対象です

認定調査
医師の意見書等

※明らかに要介護
認定が必要な場合

予防給付
サービス

介護給付
サービス

相談
（各市町村の窓口）

要介護認定該当

非該当

要支援１、要支援２要介護１～要介護５ 介護予防・生活支援
サービス事業対象者 非該当

介護保険は、介護を必要とする人をみんなで連帯して支える制度
で、40歳からの加入となります。介護保険事業は40歳以上の人が
支払う保険料と公費で運営されます。サービスを利用した場合に
は、原則利用料の１割または２割（現役世代並み所得の人は３割）
を負担することになります。

介護サービス利用の流れ

※ マイナ保険証等･･･「マイナ保険証」・「資格確認書」のいずれか
○県内の他の市町村に住所が変わった場合でも、市町村へ転入・転出の届
出が必要です。

○75歳になり後期高齢者医療制度に移行するときの届出は必要ありません。

国保への届け出

他市町村から転入してきたとき

他の健康保険をやめたとき

生活保護を受けなくなったとき

子どもが生まれたとき

外国籍の人が加入するとき

転出証明書

健康保険の離脱証明書

保護廃止決定通知書

マイナ保険証等※、母子健康手帳

在留カード

マイナ保険証等※

マイナ保険証等※

マイナ保険証等※、保護開始決定通知書

マイナ保険証等※、死亡を証明するもの

マイナ保険証等※、在留カード

他市町村へ転出したとき

他の健康保険に加入したとき

生活保護を受けることになったとき

死亡したとき

外国籍の人が脱退するとき

住所、世帯主、氏名等が変わった
とき
マイナ保険証※をなくしたり、よ
ごれて使えなくなったとき
修学のため、子どもが他の市町村
に居住するとき

マイナ保険証等※

マイナ保険証等※、在学証明書

身分を証明するもの、使えなくなった
マイナ保険証等※

国
保
に
加
入

届け出は、かならず14日以内に市町村窓口へ！

こんなとき 持参するもの

国
保
を
脱
退

そ
の
他

市町村ごとに介護が必要と判断
された場合に介護サービスが受
けられます。また総合事業のう
ち、一般介護予防事業は全ての
方が対象となります。

40歳～65歳未満の人

加齢に伴って生ずる特定の疾病が
原因で介護が必要になった場合に、
介護サービスが受けられます。

◎訪問介護
◎通所介護
◎生活支援サービス 等
　（リハビリ、口腔ケア等を含む）

一般介護予防事業
※全ての65歳以上が利用可能

総合事業

※

明
ら
か
に
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
対
象
外
と

　判
断
で
き
る
場
合

◎施設サービス
◎居宅サービス
◎地域密着型
サービス

◎介護予防サービス

◎地域密着型
　介護予防サービス

要介護認定申請

　マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類と本人
確認書類も一緒にお持ちください。


